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長浜市教育大綱

本市のめざす姿や教育行政に関す

る方向性を明確にするため、6つの

基本目標を定めています。

基本目標 施策の基本的方向 具体的な施策

1
乳幼児期における就学前教育を充実し

ます
1

「生きる力」の基礎を培う就

学前教育を推進します

2
子どもの自立に向けて「生きる力」を

育む教育を推進します
2

一人ひとりの可能性を輝かせ

る柔軟な教育課程を編成しま

す

3
「真の学力」の向上をめざし

ます

4
「豊かな心」と「健やかな

体」を育成します

長浜市教育振興基本計画

(1) 遊びや生活の中で子どもが自分で考え、判断し、行動する力が

育つ教育・保育を実践します

(2) 言葉の力の基礎を育成します

(3) 多様性や個人差、教育的ニーズに応じた支援体制を充実します

(4) 生きる力の基礎となる安心・安全な就学前教育の充実に取り組

みます

(5) 子どもの育ちを見通した園小中義務教育学校の連携の中で、創

造的な思考や主体的な生活態度の基礎を培います

(6) 個の特性を把握し、一人ひとりの良さを生かす授業を展開する

ための柔軟なカリキュラムを推進します。

(7) すべての子どもたちが安心して学ぶ"機会"を提供します

(8) 教職員の資質向上により一人ひとりの教育的ニーズに応じた特

別支援教育の充実を図ります

(9) 長浜スタイル（自ら学ぼうとする授業）による授業改善に取り

組みます

(10) 言葉の力を育成します

(11) 授業改善および教職員の働き方改革に資する教育DXを推進し

ます

(12) 地域での体験活動の充実を図り、郷土愛の心を育みます

(13) 市内大学と連携した専門的分野の人材育成を推進します

(14) 本に親しむ環境を整え、子どもの読書活動を推進します

(15) 対話とふれあいを通して、道徳教育・人権教育を推進します

(16) 体力の向上と健康の保持に取り組みます

(17) 食育を推進します

教育大綱において掲げている基本目標を実現するため、１１の基本的方向を定め、これに基

づき具体的な施策を展開していきます。

【基本方針】  つながりあい、学びあい、豊かに生きる人づくりをめざす「ながはま」 

私たちは、多 くのひと・ こと・ ものと関わり、つながりを持ちながら生活することで、今日まで穏やかで和

やかな暮らしを育んできました。そうした中で本市は、美しい自然環境 、魅力ある歴史遺産 、地域の伝統文

化など、様々な地域資源を大切にしてきました。  

 人と人との心のつながりを大切にしてきた先人たちの志をこれからも後世に引き継ぐとともに、時代の変

化に対応して積極的に新しい物事へ取り組むことで、生涯を通してお互いに学びあい、学び続けることので

きるまち「 ながはま」の実現をめざします。また、お互いの人権を尊重しあい、心豊かに満ち足りて人生を送

ることができる人づくりをめざします。  



 

 

 

 

  

長浜市教育大綱

基本目標 施策の基本的方向 具体的な施策

3
学校・家庭・地域のつながりを深め、

地域全体の教育力の向上をめざします
5

学校・家庭・地域が一体と

なって学びの環境をつくりま

す

6
子育て支援と家庭教育の充実

を図ります

7
人権尊重の社会づくりを推進

します

4
地域の伝統・文化を生かし、郷土を愛

する心を育てます
8

教育を通して地域の伝統や文

化を継承するとともに、開か

れたシビックプライドの醸成

を図ります

(27) 授業や出前講座を通じて地域の歴史・伝統文化にふれる機会

を提供します

5
市民一人ひとりが学びあえる生涯学習

環境の充実を図ります
9

子どもから高齢者まで豊かに

学び続ける生涯学習を推進し

ます

10
文化・芸術の創造や振興とス

ポーツ活動を推進します

6
安全・安心で質の高い教育を支える環

境を整備します
11

安全・安心で質の高い教育を

支える環境を整備します

(22) 家庭教育を支援します

(23) 安心して楽しく子育てができるよう支援します

(24) 放課後児童クラブを充実します

(25) 人権学習・啓発等を推進します

(26) 男女共同参画に関する学習機会・啓発等を推進します

(28) 誰もが学べる場ときっかけづくりを提供します

(29) 多様な学びの機会を提供します

(30) 学びを通じた人づくり・つながりづくり・地域づくりを支援

します

(31) 図書館サービスを充実します

(32) 文化芸術の体験機会を充実します

(33) 市民が主体となる多様な文化芸術事業を推進します

(34) 市民一人ひとりの運動・スポーツ活動を推進します

(35) 誰もが安心して学べる学校園施設等を整備します

(36) 多様な研修を体系化し、教師力の向上を図ります

(37) 教職員のウェルビーイングの向上をめざし、働き方改革を推

進します

(38) 学校園の適正規模・適正配置の取組を推進します

(18) 地域と学校の連携と協働により「生きる力」を育成します

(19) 子どもの安全を守るための環境整備を図ります

(20) 児童虐待の早期発見と支援の充実を図ります

(21) 中学校部活動の地域連携・地域展開を推進します
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本計画の着実な推進にあたって、目標とする客観的な指標（進捗管理目標）を設定します。下記の指標だけでは実施した

取組の成果が表せないこともあるため、指標以外の様々な実態もあわせて確認し、進捗管理や検証を行います。 

具体的

施策№ 

項 目 現状値 目標値（R12） 

年度  

（1） 『子どもが主体的に遊ぼうとする姿を実感した』保護者の割合 R6 89.0% 95.0% 

（２） 家庭において、乳幼児に週２日以上読み聞かせを実施している割合 R6 66.0% 95.0% 

（3） 『特別支援に関する研修』（特支・外国籍・家庭支援・医ケア）を受講した職員

の延べ人数 

R6 ― 91人 

（3） 特別支援に係る職員の研修受講後のアンケート回答による受講に対する肯

定的な意見の割合 

R6 91.0％ 95.0％ 

（4） 『園での生活を楽しく過ごすことができた』と実感した保護者の割合 R6 87.0％ 95.0％ 

（4） 保育所・認定こども園（長時部）の待機児童数 R6 11人 0人 

（5） 園小接続カリキュラム推進アンケートで『各学区で設定した「めざす子ども

像」や「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」を意識した取組』ができ

たと回答した割合 

R6 5.0％ 95.0％ 

（5） スタートカリキュラムを実施した小学校数 R7 1校 全校 

（６） 「学習指導において、児童生徒一人一人に応じて、学習課題や活動を工夫す

る」によく行ったと回答した学校の割合(全国学力・学習状況調査学校質問

項目) 

R7 小 ２０.0% 

中 25.0% 

小 ５０.0％ 

中 ５０.0％ 

（６） 「学習指導において、児童生徒が、それぞれのよさを生かしながら、他者と

情報交換して話し合ったり、異なる視点から考えたり、協力し合ったりでき

るように学習課題を工夫する」によく行ったと回答した学校の割合(全国学

力・学習状況調査学校質問項目) 

R7 小 ２４．０％ 

中 41.0％ 

小 ５０.0％ 

中 ６０.0％ 

（7） 90日以上の欠席の不登校児童生徒の内、学校内外の機関等で専門的な相

談・指導等を受けた人数の割合（国の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指

導上の諸課題に関する調査） 

R6 小 72.7% 

中 55.9% 

小 80.0% 

中 80.0% 

（7） 「困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人にいつでも相談でき

る」（全国・学力状況調査質問紙）とした割合 

R7 小 75.1％ 

中 74.9％ 

小 80.0% 

中 80.0% 

（8） 通常の学級在籍で「個別の教育支援計画」を作成している児童生徒の「個別

の教育支援計画」の活用割合（連携率）（県「特別支援教育に係る実態調査」） 

R6 78.43% 85.0% 

（9） 「わからないことや詳しく知りたいことがあったときに、自分で学び方を考

え、工夫することはできていますか。」「学級の友達・生徒との間で話し合う

活動を通じて、自分の考えを深めたり、新たな考え方に気付いたりすること

ができていますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合（全国学力・学習状

況調査児童・生徒質問調査項目） 

R6 小 83.3％ 

中 82.7％ 

小 88.0％ 

中 88.0％ 

（9） 「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に関する取組状況」に関

する項目（Ｒ６は 11 項目）について、肯定的な回答をした学校の割合（全国

学力・学習状況調査学校質問調査項目） 

R6 小 88.7％ 

中 86.4％ 

小・中学校ともに 

100% 

 

  

指標（進捗管理目標） 



 

具体的

施策№ 

項 目 現状値 目標値（R12） 

年度  

（10） 【再掲】家庭において、乳幼児に週２日以上読み聞かせを実施している割合 R6 66.0% 95.0% 

（10） 「言語活動について、国語科を要としつつ、各教科等の特質に応じて、学校

全体として取り組んでいますか」によくしていると回答した学校の割合（全

国学力・学習状況調査学校質問調査項目） 

R6 30.0% 60.0% 

（10） 市立図書館の団体貸出を利用した園の数 

市立図書館の団体貸出を利用した中学校の数 

R6 園  14園 

中   7校 

園  18園 

中   9校 

（11） 教員の ICT活用指導力の状況の項目に肯定的に回答した教員の割合（学校

における教育の情報化の実態等に関する調査） 

R6 91.1% 100% 

（11） 校務の情報化により業務負担が軽減していると感じている教職員の割合

（アンケート） 

R7 ー 90.0％ 

（12） 「地域や大人に、授業や放課後などで勉強やスポーツ、体験活動に関わって

もらったり、一緒に遊んでもらったりすることがある（習い事は除く）」に肯

定的回答をした児童生徒の割合（全国学力・学習状況調査質問調査項目 Ｒ

７より） 

Ｒ７ 小 ４５．１％ 

中 ３２．５％ 

小 60.0％ 

中 50.0％ 

（12） 「ラーケーションの日」の制度の理解に努め、取得した児童生徒の割合 R6 ７％ 

（２・３学期のみ実施 

延べ人数による割

合） 

30.0% 

（13） 「理系教科・分野に興味がある」と回答する子どもの割合（事業後アンケート） R7 100％ 100％ 

（14） 1か月間の読書冊数が0冊の割合（滋賀県子どもの読書活動に関する調査）    

・小学校 4年生～小学校 6年生 R6 3.5％ 2.1％ 

・中学校 1年生～中学校３年生 R6 16.5％ 14.0％ 

（14） 1年間に市立図書館における 13歳～18歳の市民一人あたりの年間貸出

冊数 

R6 4.0冊 5.0冊 

（１4） 【再掲】家庭において、乳幼児に週２日以上読み聞かせを実施している割合 R6 66.0% 95.0% 

（１4） 市在住の外国人の状況に併せて、市立図書館全体で必要な言語の子ども向

け資料の購入冊数 

R6 36冊 150冊 

（15） 「自分には、よいところがある」と答えた割合（全国学力・学習状況調査） R7 小 86.3％ 

中 86.1％ 

小 ９０．０％  

中 90.0％  

（15） 「人が困っているときは、進んで助けている」と答えた割合（全国学力・学習

状況調査） 

R7 小 94.2％ 

中 89.6％ 

小 95.0％ 

中 93.0％ 

（16） 新体力テストの体力合計得点    

・小学５年生 R6 男子 51.4点 

女子 51.8点 

男女ともに 

53.0点 

・中学２年生 R6 男子 43.3点 

女子 47.5点 

男子 46.0点 

女子 50.0点 

（１6） 運動やスポーツが苦手（嫌い）な傾向がある児童生徒への指導の充実のため

に取組を行っている学校の割合（全国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

R6 小 ９２.0％ 

中 83.33％ 

小中学校ともに 

100％ 

（17） 食物アレルギー事故防止研修実施回数 R6 年１回 

（市教委実施） 

年１回 

（各校実施） 

年１回 

（市教委実施） 

年１回 

（各校実施） 

（17） バランスのとれた食事をすることは大切だと思っている児童・生徒の割合

（食育アンケート） 

R6 小５ 98.5％ 

中２ 96.4％ 

小中学校ともに 

100％ 

 



 

具体的

施策№ 

項 目 現状値 目標値（R12） 

年度  

（17） 朝食を毎日食べる児童・生徒の割合（食育アンケート） R6 小５ 91.2％ 

中２ 80.7％ 

小５ 93.0％ 

中２ 90.0％ 

（18） 地域学校協働活動推進員の設置校数 R7 9校 ２０校 

（19） 児童数に対するスクールガード登録者数が 20％未満の学校数 Ｒ７ 5校 ３校 

（20） 家庭児童相談室に園・学校から新規に虐待通告された件数 R６ 学校： １８６件 

園 ：  38件 
― 

（21） 部活動指導員を含む外部指導者数 Ｒ７ 11種目・27

名 

50名 

（21） 地域展開を見据えた、拠点校部活動の推進 R6 1校 5校 

（22） 家庭教育に関する講座受講後の満足度「とてもよかった」と回答する割合

（受講後アンケート） 

R6 92.0% 95.0％ 

（23） 子育て専門相談員への相談件数 R6 218件 現状維持 

（23） 未就園児広場の実施園数 R6 20園 現状維持 

（24） 放課後児童クラブの待機児童数 R6 0人 0人 

（25） 自治会での人権学習会の評価（ 5 段階評価） R6 4.2 4.8 

（26） 人権や男女共同参画の啓発イベント参加者の満足度（5段階評価） R6 64.0％ 80.0％ 

（27） 出前講座の件数 R6 72件 現状維持 

（２7） 市立図書館ホームページのレファレンス事例集（児童編）に掲載する、地域の

昔話や民話に関する事例件数 

R6 7件 35件 

（28） 「生涯を通じて学習する機会づくり」の満足度（市民意識調査） R6 22.8% 30.0％ 

（29） 子ども学びと生涯学習のまちづくり推進事業の参加人数（延べ） Ｒ6 12,771人 13,000人 

（30） 生涯学習事業の企画運営に関わる職員・スタッフの研修参加者数（延べ） R6 31人 40人 

（31） 貸出密度（市民一人あたりの貸出冊数） Ｒ6 7.3冊 7.7冊 

（31） レファレンス事例の公開件数 R6 56件 150件 

（32） 鑑賞型事業の実施数 R6 4 現状維持 

（32） アウトリーチの実施数 Ｒ6 80 現状維持 

（32） 次世代育成事業の実施数 R6 15 現状維持 

（33） 市民参加型文化芸術事業の実施数 R6 13 現状維持 

（33） 文化芸術団体の実施事業数 R6 106 現状維持 

（34） スポーツ少年団活動団体数 R6 25 現状維持 

（34） 幼少年期のスポーツ教室参加者数 R6 399 500 

（34） 参加型スポーツイベントの開催数 R6 3 現状維持 

（35） 小学校・中学校・義務教育学校のエレベーター設置割合 R6 60.0％ 90.0％ 

（36） 学び続ける教職員の割合 

（研修の充実度と学びを教育実践に活かせた教職員の割合） 
Ｒ7 ― 保育者・教職員ともに 

100% 

（37） 教職員の超過勤務月 45時間以上の割合 R6 46.0％ 

（小中義務併せて） 
0.0％ 

（37） 働き方実態アンケート『今後も公立園で働きたい』割合 R6 82.0％ 95.0％ 

（38） めざす学校園の適正規模・適正配置の姿に向けて、新しい学校づくりに向け

検討に入った学校園区の割合 

R7 ― 15.0％ 



 

 

 

 

長浜市では随時スクールガードを募集していますので、ご協力いただける方はお近くの 

小学校・義務教育学校までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールガードの活動の様子 

 

 

 

 

中学校部活動の地域展開とは、中学校・義務教育学校の部活動を、地域の文化・スポーツ団体が 

行う活動に展開していくことで、子どもたちが多様な活動を体験できる機会と、少子化の中でも、 

将来にわたり活動を継続して取り組むことができる環境の整備を進めるものです。 

 

      取組状況等については、長浜市ホームページでご覧ください。 

       ↓↓↓ 

      https://www.city.nagahama.lg.jp/0000012341.html 

              

※中学生のための地域クラブ活動ガイドも掲載しています。→ 

      

 

  

  

一緒に子どもの見守り活動しませんか？ 

中学校の部活動の地域展開に向けた取組を進めています。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 

本計画は、教育基本法第１７条第２項にもとづく教育振興基本計画として、令和５年６月に策定された

国の第４期教育振興基本計画（令和５年度から令和９年度）および令和５年１２月に策定された滋賀県の

第４期滋賀県教育振興基本計画（令和６年度から令和１０年度）を参酌しつつ、本市教育の振興を図るた

めに定める基本的な計画と位置づけます。 

また、本市がめざすべき将来像の実現に向けたまちづくりの基本指針である「長浜市総合計画」および

本市教育施策の根本となる方針を定めた「長浜市教育大綱」を踏まえた、教育行政分野における計画で

あり、他の関連計画とも整合性を保ちながら施策を推進していきます。 

【計画で取り扱う「教育」の範囲】 

（１）本計画において取り扱う「教育」は、家庭教育、学校（就学前）教育、社会教育を含む範囲とします。

ただし、県立･私立の学校園で行われる教育内容等については、各学校園の独自性を尊重します。 

（２）乳幼児期、少年期、青年期、成人期、高齢期のいずれの時期の教育も含みます。 

（３）教育委員会が所管する範囲だけではなく、市長部局に委任又は移管された分野・施策も含むこと

とし、本市における教育分野に関する施策を総合的・体系的に構築することとします。 

計画の期間 

本計画の計画期間は、令和８年度を初年度とする５年間（令和８年度から令和 12年度まで）とします。 

計画の進捗管理 

本計画を効果的かつ確実に推進していくため、本計画に掲げる内容にもとづき実施する具体的な施策

や目標値について、毎年度当初に教育振興基本計画実施プランを策定し、関係機関で情報共有します。 

また、本計画の進捗状況について、ＰＤＣＡサイクルの考え方にもとづき、外部委員による事務評価委

員会を開催し、計画に掲げた各施策の進捗管理目標の達成状況などにより、実施した施策や取組の点検

及び評価を行います。この結果に関する報告書を作成し、ホームページにて公表するとともに、成果や課

題を検証しながら、その後の各種施策の展開に反映します。 
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